誓　　　約　　　書
（青森県庁水産職インターンシップ）


１　研修条件

研 修 期 間　　令和　　年　　月　　日 から 令和　　年　　月　　日 まで

研 修 時 間　　８時３０分から１７時１５分まで
　　　　　　　   　　（ただし、研修最終日は１２：００まで）

報酬・手当　　支給しない


２　遵守事項
　・上記の研修条件を守るとともに、職員の指示に従い誠実に研修します。
　・県の信用を傷つける行為や職場秩序を乱す行為をしません。
　・研修中に知り得た一切の秘密は、研修期間中はもちろん研修後も他に漏洩しません。
　・故意又は重大な過失により県に損害を与えた場合は、その賠償の責を負います。
　・研修中に傷害等を受けた場合は、自らが加入する保険等で処理します。



私は青森県におけるインターンシップの研修生として、上記の事項を誠実に遵守することを誓約します。



令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　現　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
